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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成21年５月14日に提出いたしました第16期第１四半期（自　平成21年１月１日　至　平成21年

　３月31日）に係る四半期報告書の記載内容を訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出する

　ものであります。

 

２【訂正事項】

　第一部　【企業情報】

　　　第４　【提出会社の状況】

　　　　１　【株式等の状況】

　　　　（2）【新株予約権等の状況】

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所には、下線を付しております。　

 

　　第一部　【企業情報】

　　　第４　【提出会社の状況】

　　　　１　【株式等の状況】

　　　　（2）【新株予約権等の状況】
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【訂正前】

　

　　　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況の内容は

　　次のとおりであります。

　（平成15年８月18日発行　第１回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） ２

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 24

新株予約権の行使時の払込金額（円） 13,542

新株予約権の行使期間
平成15年８月18日から
平成25年８月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格      13,542
資本組入額　 　6,771

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新

　　　株予約権又は権利者について新株予約権の要項

　　　に定める消却事由が発生していないことを条件

　　　とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は

　　　認められないものとする。ただし、取締役会の

　　　決議により特に行使を認められた場合はこの限

　　　りではない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行う

　　　ものとし、各新株予約権の一部の行使は認めら

　　　れないものとする。また、行使の結果発行され

　　　る株式数は整数でなければならず、１株未満の

　　　端数の部分について株式は割り当てられないも

　　　のとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は

　　　未行使の本新株予約権を相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後払込金額　＝

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。

　　　２　平成16年３月10日開催の取締役会決議により、平成16年５月20日付で１株を３株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株引受権の権利行使により発行する株式の行使価格は162,500円から54,167円に、資本組

　　　　入額は81,250円から27,083円にそれぞれ調整されております。

　　　３　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株引受権の権利行使により発行する株式の行使価格は54,167円から13,542円に、資本組入

　　　　額は27,083円から6,771円にそれぞれ調整されております。
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　（平成16年９月22日発行　第２回－１新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） 92

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 368

新株予約権の行使時の払込金額（円） 130,801

新株予約権の行使期間
平成18年９月23日から
平成26年９月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格       130,801
資本組入額      65,400

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新

　　　株予約権又は権利者について新株予約権の要項

　　　に定める消却事由が発生していないことを条件

　　　とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は

　　　認められないものとする。ただし、取締役会の

　　　決議により特に行使を認められた場合はこの限

　　　りではない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行う

　　　ものとし、各新株予約権の一部の行使は認めら

　　　れないものとする。また、行使の結果発行され

　　　る株式数は整数でなければならず、１株未満の

　　　端数の部分について株式は割り当てられないも

　　　のとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は

　　　未行使の本新株予約権を相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後払込金額　＝

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　────────────────────────────────────────────
　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。

　　　２　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株引受権の権利行使により発行する株式の行使価格は523,201円から130,801円に、資本組

　　　　入額は261,600円から65,400円にそれぞれ調整されております。
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　（平成17年４月27日発行　第３回－１新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） 138

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 552

新株予約権の行使時の払込金額（円） 607,813

新株予約権の行使期間
平成19年３月31日から
平成27年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格       607,813
資本組入額     303,906

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新

　　　株予約権又は権利者について新株予約権の要項

　　　に定める消却事由が発生していないことを条件

　　　とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は

　　　認められないものとする。ただし、取締役会の

　　　決議により特に行使を認められた場合はこの限

　　　りではない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行う

　　　ものとし、各新株予約権の一部の行使は認めら

　　　れないものとする。また、行使の結果発行され

　　　る株式数は整数でなければならず、１株未満の

　　　端数の部分について株式は割り当てられないも

　　　のとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は

　　　未行使の本新株予約権を相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

EDINET提出書類

株式会社オプト(E05374)

訂正四半期報告書

 7/27



（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後払込金額　＝

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

　 既発行株式数＋新発行株式数
　　　　────────────────────────────────────────────
　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。

　　　２　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株引受権の権利行使により発行する株式の行使価格は2,431,252円から607,813円に、資本

　　　　組入額は1,215,626円から303,906円にそれぞれ調整されております。
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　（平成17年10月28日発行　第３回－２新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） １

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） ４

新株予約権の行使時の払込金額（円） 462,735

新株予約権の行使期間
平成19年３月31日から
平成27年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格       462,735
資本組入額     231,367

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新

　　　株予約権又は権利者について新株予約権の要項

　　　に定める消却事由が発生していないことを条件

　　　とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は

　　　認められないものとする。ただし、取締役会の

　　　決議により特に行使を認められた場合はこの限

　　　りではない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行う

　　　ものとし、各新株予約権の一部の行使は認めら

　　　れないものとする。また、行使の結果発行され

　　　る株式数は整数でなければならず、１株未満の

　　　端数の部分について株式は割り当てられないも

　　　のとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は

　　　未行使の本新株予約権を相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後払込金額　＝

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

　 既発行株式数＋新発行株式数
　　　　────────────────────────────────────────────
　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。
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　（平成18年４月12日発行　第５回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） 420

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 420

新株予約権の行使時の払込金額（円） 713,000

新株予約権の行使期間
平成20年３月31日から
平成28年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格       713,000
資本組入額     357,000

新株予約権の行使の条件

(1)行使条件

　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株

　　予約権又は権利者について新株予約権の要項に定

　　める消却事由が発生していないことを条件とし、

　　消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められ

　　ないものとする。ただし、取締役会の決議により

　　特に行使を認められた場合はこの限りではない。

　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うも

　　のとし、各新株予約権の一部の行使は認められな

　　いものとする。また、行使の結果発行される株式

　　数は整数でなければならず、１株未満の端数の部

　　分について株式は割り当てられないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後払込金額　＝

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

　 既発行株式数＋新発行株式数
　　　　────────────────────────────────────────────
　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。
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　　　会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づく新株予約権の状況の内容は次

　　のとおりであります。

　（平成20年４月23日発行　第６回－１新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） 151

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 151

新株予約権の行使時の払込金額（円） 350,000

新株予約権の行使期間
平成22年４月１日から
平成25年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格       350,000
資本組入額     175,000

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新

　　　株予約権又は権利者について新株予約権の要項

　　　に定める消却事由が発生していないことを条件

　　　とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は

　　　認められないものとする。ただし、取締役会の

　　　決議により特に行使を認められた場合はこの限

　　　りではない。なお、上記但書にかかわらず、会

　　　社は取締役会の決議によって消却事由の生じた

　　　本新株予約権の行使を認めることがない旨確定

　　　することが出来るものとし、かかる決議がなさ

　　　れた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権

　　　の行使は出来なくなるものとする。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行う

　　　ものとし、各新株予約権の一部の行使は認めら

　　　れないものとする。

　　③権利者が１個又は複数の本新株予約権を行使し

　　　た場合に、当該行使により当該権利者に対して

　　　発行される株式数は整数（会社が単元株制度を

　　　導入した場合は一単元の株式数の整数倍）でな

　　　ければならず、１株（会社が単元株制度を導入

　　　した場合は一単元の株式数）未満の部分につい

　　　てはこれを切り捨て、株式は割り当てられない

　　　ものとする。かかる端数等の切り捨てについて

　　　金銭による調整は行わない。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は

　　　未行使の本新株予約権を相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─
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（注）１（１）新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式に

　　　　　　より調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株の100分の１未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　（２）（ⅰ）時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。

　　　　　　以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴う

　　　　　　ものを除く）、又は（ⅱ）時価を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株

　　　　　　式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若し

　　　　　　くは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又

　　　　　　は権利を意味する。以下同じ。）の発行を行うとき（無償割当てによる場合を含む。）は、未行使の

　　　　　　本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端

　　　　　　数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付

　　　　　　する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式１

　　　　　　株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として会社が

　　　　　　決定する金額を意味する。

　　　　　　　上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、

　　　　　　それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

　　　　　　場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

　 新発行株式数＋１株当たり払込金額

　 既発行株式数　× 時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

　　　　　①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総

　　　　　　数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数（但し当該調整事由によって新たに発

　　　　　　行された普通株式数又は潜在株式等の目的たる普通株式数は含まない。）から、同日における会社の

　　　　　　保有する自己株式（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものとする。

　　　　　②「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（このうち、終

　　　　　　値（気配表示を含む。）のない日を除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所（但し、会社の普通

　　　　　　株式にかかる株券が他の金融商品取引所に上場された場合には、上場されている金融商品取引所のう

　　　　　　ち、当該期間における会社の株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と取締役会が判断する主た

　　　　　　る金融商品取引所）における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値

　　　　　（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円単位未満少数第２位まで算出し、その少数第

　　　　　　２位を切り捨てる。

　　　　　③会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分す

　　　　　　る自己株式の数」と読み替えるものとする。

　　　　　④会社が潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行さ

　　　　　　れる潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株

　　　　　　あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
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【訂正後】

　

　　　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況の内容は

　　次のとおりであります。

　（平成15年８月18日発行　第１回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） ２

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 24

新株予約権の行使時の払込金額（円） 13,542

新株予約権の行使期間
平成15年８月18日から
平成25年８月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格      13,542
資本組入額　 　6,771

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新

　　　株予約権又は権利者について新株予約権の要項

　　　に定める消却事由が発生していないことを条件

　　　とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は

　　　認められないものとする。ただし、取締役会の

　　　決議により特に行使を認められた場合はこの限

　　　りではない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行う

　　　ものとし、各新株予約権の一部の行使は認めら

　　　れないものとする。また、行使の結果発行され

　　　る株式数は整数でなければならず、１株未満の

　　　端数の部分について株式は割り当てられないも

　　　のとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は

　　　未行使の本新株予約権を相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込金額を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権等の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により

　　　　生ずる１円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権等（その権利行使により発行される株式の発行

　　　　価額が、払込金額を下回る場合に限る。）を発行する場合についても、これに準じて払込金額は調整され

　　　　るものとする。

　
調整後払込金額　＝

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり発行価額

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権

　　　　の目的たる株式数及び払込金額の調整を行う。

　　　２　平成16年３月10日開催の取締役会決議により、平成16年５月20日付で１株を３株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額は162,500円から54,167円に、資本組

　　　　入額は81,250円から27,083円にそれぞれ調整されております。

　　　３　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額は54,167円から13,542円に、資本組入

　　　　額は27,083円から6,771円にそれぞれ調整されております。
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　（平成16年９月22日発行　第２回－１新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） 92

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 368

新株予約権の行使時の払込金額（円） 130,801

新株予約権の行使期間
平成18年９月23日から
平成26年９月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格       130,801
資本組入額      65,400

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新

　　　株予約権又は権利者について新株予約権の要項

　　　に定める消却事由が発生していないことを条件

　　　とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は

　　　認められないものとする。ただし、取締役会の

　　　決議により特に行使を認められた場合はこの限

　　　りではない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行う

　　　ものとし、各新株予約権の一部の行使は認めら

　　　れないものとする。また、行使の結果発行され

　　　る株式数は整数でなければならず、１株未満の

　　　端数の部分について株式は割り当てられないも

　　　のとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は

　　　未行使の本新株予約権を相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約権等

　　　　の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ず

　　　　る１円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権等（その権利行使により発行される株式の発行価額

　　　　が、時価を下回る場合に限る。）を発行する場合についても、これに準じて払込金額は調整されるものと

　　　　する。

　
調整後
払込金額　

＝
調整前
払込金額

×

既発行
株式数

＋
新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数
　　　　──────────────────────────────────────────────
　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権　　　

　　　　の目的たる株式数及び払込金額の調整を行う。

　　　２　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額は523,201円から130,801円に、資本組

　　　　入額は261,600円から65,400円にそれぞれ調整されております。
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　（平成17年４月27日発行　第３回－１新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） 138

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 552

新株予約権の行使時の払込金額（円） 607,813

新株予約権の行使期間
平成19年３月31日から
平成27年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格       607,813
資本組入額     303,906

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新

　　　株予約権又は権利者について新株予約権の要項

　　　に定める消却事由が発生していないことを条件

　　　とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は

　　　認められないものとする。ただし、取締役会の

　　　決議により特に行使を認められた場合はこの限

　　　りではない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行う

　　　ものとし、各新株予約権の一部の行使は認めら

　　　れないものとする。また、行使の結果発行され

　　　る株式数は整数でなければならず、１株未満の

　　　端数の部分について株式は割り当てられないも

　　　のとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は

　　　未行使の本新株予約権を相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約権等

　　　　の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ず

　　　　る１円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権等（その権利行使により発行される株式の発行価額

　　　　が、時価を下回る場合に限る。）を発行する場合についても、これに準じて払込金額は調整されるものと

　　　　する。

　
調整後
払込金額　

＝
調整前
払込金額

×

既発行
株式数

＋
新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数
　　　　──────────────────────────────────────────────
　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権　　　

　　　　の目的たる株式数及び払込金額の調整を行う。

　　　２　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額は2,431,252円から607,813円に、資本

　　　　組入額は1,215,626円から303,906円にそれぞれ調整されております。
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　（平成17年10月28日発行　第３回－２新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） １

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） ４

新株予約権の行使時の払込金額（円） 462,735

新株予約権の行使期間
平成19年３月31日から
平成27年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格       462,735
資本組入額     231,367

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新

　　　株予約権又は権利者について新株予約権の要項

　　　に定める消却事由が発生していないことを条件

　　　とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は

　　　認められないものとする。ただし、取締役会の

　　　決議により特に行使を認められた場合はこの限

　　　りではない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行う

　　　ものとし、各新株予約権の一部の行使は認めら

　　　れないものとする。また、行使の結果発行され

　　　る株式数は整数でなければならず、１株未満の

　　　端数の部分について株式は割り当てられないも

　　　のとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は

　　　未行使の本新株予約権を相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約権等

　　　　の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ず

　　　　る１円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権等（その権利行使により発行される株式の発行価額

　　　　が、時価を下回る場合に限る。）を発行する場合についても、これに準じて払込金額は調整されるものと

　　　　する。

　
調整後
払込金額　

＝
調整前
払込金額

×

既発行
株式数

＋
新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数
　　　　──────────────────────────────────────────────
　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権　　　

　　　　の目的たる株式数及び払込金額の調整を行う。
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　（平成18年４月12日発行　第５回新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） 420

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 420

新株予約権の行使時の払込金額（円） 713,000

新株予約権の行使期間
平成20年３月31日から
平成28年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格       713,000
資本組入額     356,500

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新

　　　株予約権又は権利者について新株予約権の要項

　　　に定める消却事由が発生していないことを条件

　　　とし、消却事由が生じた本新株予約権の行使は

　　　認められないものとする。ただし、取締役会の

　　　決議により特に行使を認められた場合はこの限

　　　りではない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行う

　　　ものとし、各新株予約権の一部の行使は認めら

　　　れないものとする。また、行使の結果発行され

　　　る株式数は整数でなければならず、１株未満の

　　　端数の部分について株式は割り当てられないも

　　　のとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は

　　　未行使の本新株予約権を相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約権等

　　　　の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ず

　　　　る１円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権等（その権利行使により発行される株式の発行価額

　　　　が、時価を下回る場合に限る。）を発行する場合についても、これに準じて払込金額は調整されるものと

　　　　する。

　
調整後
払込金額　

＝
調整前
払込金額

×

既発行
株式数

＋
新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数
　　　　──────────────────────────────────────────────
　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権　　　

　　　　の目的たる株式数及び払込金額の調整を行う。
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　　　会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づく新株予約権の状況の内容は次

　　のとおりであります。

　（平成20年４月23日発行　第６回－１新株予約権）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） 151

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 151

新株予約権の行使時の払込金額（円） 350,000

新株予約権の行使期間
平成22年４月１日から
平成25年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格       350,000
資本組入額     175,000

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新

　　　株予約権又は権利者について新株予約権の要項

　　　に定める取得事由が発生していないことを条件

　　　とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は

　　　認められないものとする。ただし、取締役会の

　　　決議により特に行使を認められた場合はこの限

　　　りではない。なお、上記但書にかかわらず、会

　　　社は取締役会の決議によって取得事由の生じた

　　　本新株予約権の行使を認めることがない旨確定

　　　することが出来るものとし、かかる決議がなさ

　　　れた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権

　　　の行使は出来なくなるものとする。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行う

　　　ものとし、各新株予約権の一部の行使は認めら

　　　れないものとする。

　　③権利者が１個又は複数の本新株予約権を行使し

　　　た場合に、当該行使により当該権利者に対して

　　　発行される株式数は整数（会社が単元株制度を

　　　導入した場合は一単元の株式数の整数倍）でな

　　　ければならず、１株（会社が単元株制度を導入

　　　した場合は一単元の株式数）未満の部分につい

　　　てはこれを切り捨て、株式は割り当てられない

　　　ものとする。かかる端数等の切り捨てについて

　　　金銭による調整は行わない。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は

　　　未行使の本新株予約権を相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

会社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞ
れ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割
における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若
しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も
株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい
う。）の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交
付することができる。
（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
　　権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数を
　　それぞれ交付するものとする。
（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の
　　　種類
　　再編対象会社の普通株式とする。
（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の
　　　数
　　組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の
　　要項の定めに準じて決定する。
（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価
　　　額又はその算定方法
　　組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の
　　要項に定める行使価額を調整して得られる再編後
　　行使価額に、上記（３）に従って決定される当該
　　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
　　を乗じた額とする。
（５）新株予約権を行使することができる期間
　　本新株予約権を行使することができる期間の初日
　　と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
　　日から、新株予約権の要項に定める新株予約権を
　　行使することができる期間の末日までとする。
（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約
　　　権の内容
　　本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にか
　　かる契約書又は計画において定めるものとする。
（７）取締役会による譲渡承認について
　　新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締　
　　役会の承認を要するものとする。

EDINET提出書類

株式会社オプト(E05374)

訂正四半期報告書

26/27



（注）１（１）普通株式について、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により調整す

　　　　　　るものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株の100分の１未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　（２）（ⅰ）時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。

　　　　　　以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴う

　　　　　　ものを除く）、又は（ⅱ）時価を下回る１株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株

　　　　　　式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若し

　　　　　　くは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又

　　　　　　は権利を意味する。以下同じ。）の発行を行うとき（無償割当てによる場合を含む。）は、未行使の

　　　　　　本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端

　　　　　　数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付

　　　　　　する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式１

　　　　　　株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額として会社が

　　　　　　決定する金額を意味する。

　　　　　　　上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、

　　　　　　それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行の効力発生日（会社法第209条第２号が適用される

　　　　　　場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降に適用されるものとする。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

　 新発行株式数＋１株当たり払込金額

　 既発行株式数　× 時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

　　　　　①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総

　　　　　　数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数（但し当該調整事由によって新たに発

　　　　　　行された普通株式数又は潜在株式等の目的たる普通株式数は含まない。）から、同日における会社の

　　　　　　保有する自己株式（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものとする。

　　　　　②「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（このうち、終

　　　　　　値（気配表示を含む。）のない日を除く。）の株式会社ジャスダック証券取引所（但し、会社の普通

　　　　　　株式にかかる株券が他の金融商品取引所に上場された場合には、上場されている金融商品取引所のう

　　　　　　ち、当該期間における会社の株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と取締役会が判断する主た

　　　　　　る金融商品取引所）における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値

　　　　　（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円単位未満少数第２位まで算出し、その少数第

　　　　　　２位を切り捨てる。

　　　　　③会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分す

　　　　　　る自己株式の数」と読み替えるものとする。

　　　　　④会社が潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行さ

　　　　　　れる潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「１株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式１株

　　　　　　あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
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